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令和 4年度における奈良県職業訓練実施計画 

令和 4年 2月 

 

１ 総説 

（１）計画のねらい 

産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化の中で、職業の安定、

労働者の地位の向上及び経済社会の発展を図るためには、これらによる業務の内

容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び転職に当たっての円滑な再就

職に資するよう、労働者に対して適切な職業能力開発を行う必要がある。 

このため、都道府県、事業主等が行う職業能力開発に関する自主的な努力を尊

重しつつ、雇用失業情勢等に応じて、国が職業能力開発促進法（昭和 44年労働

省令第 64号。以下「能開法」という。）第 16条第 1項の規定に基づき設置する

公共職業能力開発施設（以下「公共職業能力開発施設」という。）において実施

する職業訓練（能開法第 15条の 7第 3項の規定に基づき実施する職業訓練（以

下「委託訓練」という。）を含む。以下「公共職業訓練」という。）及び職業訓

練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成 23年法律第 47

号。以下「求職者支援法」という。）第 4条第 1項の規定により厚生労働大臣の

認定を受けた職業訓練（以下「求職者支援訓練」という。）の充実を図ることに

より、労働者の十分な職業能力開発の機会を確保する必要がある。 

本計画は、奈良県における現下の雇用失業情勢等を踏まえ、本計画の対象期間

（以下「計画期間」という。）中の公共職業訓練及び求職者支援訓練（以下「公

的職業訓練」という。）の対象者数等を明確にし、計画的な公的職業訓練の実施

を通じて、職業の安定、労働者の地位の向上等を図るものである。  

また、本計画の実施にあたり、奈良労働局、奈良県、独立行政法人高齢・障

害・求職者雇用支援機構奈良支部等の関係機関は、円滑な連携により、効率的か

つ効果的な公的職業訓練の実施を図るものとする。 

 

（２）計画期間 

   計画期間は、令和 4年 4月１日から令和 5年 3月 31 日までとする。 

 

（３）計画の改定 

   本計画は、公的職業訓練の実施状況を踏まえ、必要な場合には改定を行うもの

とする。 

 

２ 労働市場の動向と課題等 

  近年、日本経済は緩やかな回復基調が続き、奈良県の雇用失業情勢は、着実に

改善してきたところであるが、新型コロナウイルス感染症の影響により、有効求

人倍率は低下に転じ、令和 3年 12月の有効求人倍率は 1.13 倍となるなど、今後

も新型コロナウイルス感染症が県内の雇用に与える影響に引き続き注意する必要
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がある。 

中長期的には、少子高齢化・人口減少社会が進展する中、持続的な経済成長の

ためには、「働き方改革」の推進等を通じた労働者が安全で健康に働くことができ

る職場づくり、柔軟な働き方がしやすい環境整備、人材育成の強化・人材確保対

策の推進などにより、労働環境の整備・生産性の向上を図ることが課題である。 

こうした中、いわゆる就職氷河期世代は、現在、30代半ばから 40代半ばに至

っているが、様々な課題に直面している者がおり、就職氷河期世代が抱える固有

の課題や今後の人材ニーズを踏まえつつ、個々人の状況に応じた支援が求めらて

いる。 

特に、今後の社会を支えていく若年者が職業能力を高めることができるよう、

若年者にとって良好な雇用機会の創出やその育成のための施策を実施し、併せて

県内就業率の向上を図る必要がある。 

また、女性については、出産・子育ての時期にキャリアを中断した女性の活躍

を推進するため、再就職を支援することが重要である。 

  併せて、高齢者については、生涯現役社会の実現に向けて、高齢者の継続雇用

や再就職に向けた職業能力開発施策を一層充実させていくことが重要である。 

このため、離職者の再就職の実現に資する公的職業訓練を実施するとともに、

産業界や地域の人材ニーズに合致した在職者の生産性の向上等、多様な職業能力

開発の機会を確保・提供することが重要である。 

 

３ 本年度における職業訓練をめぐる状況 

（１）令和３年度の職業訓練の受講者数 

  ○ 公共職業訓練（離職者訓練） 

     奈良県委託訓練           524 人（令和 3年 12月末現在） 

     奈良県立高等技術専門校     142 人（令和 3年 12月末現在） 

     奈良職業能力開発促進センター  214 人（令和 3年 12月末現在） 

  ○ 求職者支援訓練             289 人（令和 3年 12月末現在） 

   

（２）令和２年度の職業訓練の就職率 

  ○ 公共職業訓練（離職者訓練） 

     奈良職業能力開発促進センター（注 1）  75.1％ 

     奈良県立高等技術専門校          86.7％ 

     委託訓練                 81.3％ 

  ○ 求職者支援訓練（注 2） 

     基礎コース  51.5％    実践コース  55.7％ 

（注 1）令和２年度（令和2年 4月から令和 3年 3月末の入所）訓練就職率 

（注 2）令和２年度（令和2年 4月から令和 3年 3月末までに終了した訓練）の訓練修了後 

3ヶ月経過後までの雇用保険適用就職率 
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４ 令和 4年度における職業訓練の実施方針 

奈良県内における公的職業訓練が計画的かつ効果的に実施できるよう、引き続

き、地域の関係者が連携・協力関係を強化するための連絡、協議の場を設けると

ともに、奈良労働局、奈良県、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構奈

良支部をはじめ、訓練実施機関、経済団体、労使団体等と幅広い連携、協力関係

により、地域の人材育成に取り組んでいくこととする。 

 

（１）公共職業訓練（離職者訓練） 

  ① 施設内訓練に係る実施規模と分野 

    令和 4年度においては、奈良県立高等技術専門校及び奈良職業能力開発促進

センターの 2施設において、18科目、582名の訓練定員を確保する。 

 ・ 奈良県立高等技術専門校（訓練期間：1年間）9科目 180名 

ものづくりの基本となる技能を習得するための職業訓練を実施する。 

   ・ 奈良職業能力開発促進センター（訓練期間：6～7ヶ月間）9科目 402名 

地域の事業主団体や事業主等業界の人材ニーズを基に、主にものづくり分

野であって、民間の教育訓練施設では実施が難しいコースを設定する。 

 

【令和 4年度訓練計画】   

施設/科目 定員 

奈良県立高等技術専門校 180 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ＩＴシステム科 20 

家具工芸科 20 

建築科 20 

住宅設備科 20 

服飾ビジネス科 20 

オフィスビジネス科 20 

ビルメンテナンス科 20 

造園技術科 20 

販売実務科（知的障害者対象） 20 

奈良職業能力開発促進センター 402 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ＣＡＤ／ＮＣ技術科 48 

機械ＣＡＤ技術科 64 

住環境コーディネート科 64 

住宅リフォーム技術科 64 

電気設備技術科 48 

金属加工技術科（若年者コース） 32 

ＣＡＤ／ＮＣ技術科（若年者コース） 16 

電気設備技術科（若年者コース） 16 

ビジネススキル講習（橋渡し訓練） 50 
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② 委託訓練に係る実施規模と分野 

・ 委託訓練は、訓練定員を 1,265 名として実施する。 

・ 「長期高度人材育成コース」については引き続き２年間の介護福祉士養成

科、栄養士養成科、言語聴覚士養成科、保育士養成科及び美容師養成科を

設定する。 

・ 「知識等習得コース」については、総務・経理事務分野、医療事務分野、介

護・福祉分野、美容分野及び WEB デザイン分野を設定する。 

・ 「デュアルコース（委託訓練活用型デュアルシステム）」については、医療

事務分野、WEB デザイン分野、介護・福祉分野及び農業分野を設定する。 

・ 「eラーニングコース」については、総務・経理事務分野を設定する。 

・ その他、求人者・求職者ニーズを踏まえたコース設定及び、若年者、女

性、高齢者それぞれに配慮した多様なコース設定に努め、特に子育て中の

訓練受講者に配慮した託児サービス付き訓練コースを拡充して継続する。 

・ 開講時期については、求職者支援訓練と調整を行い、委託訓練は月初に開

講し、求職者支援訓練は２０日の開講を原則として設定することにより、

訓練科目や訓練実施地域の重複を避け、より多様な訓練機会の提供、確保

を図ることとする。 

 

【令和 4年度訓練計画】 

  コース/分野 1,265 

長期高度人材育成コース 55 

  

介護福祉士養成科（2 年コース） 15 

栄養士養成科（2 年コース） 10 

言語聴覚士養成科（2 年コース） 10 

保育士養成科（2 年コース） 10 

美容師養成科（2 年コース） 10 

知識等習得コース 1,105 

  

  

  

  

  

総務・経理事務分野 690 

医療事務分野 130 

介護・福祉分野 155 

美容分野 40 

情報分野 90 

デュアルコース 55 

 WEB デザイン分野 25 

  農業分野 30 

e ラーニングコース 50 

 総務・経理分野 50 
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 ③ 在職者訓練に係る実施規模と分野 

・ 在職者訓練の対象者数は、390人とする。 

・ 在職者訓練は、能力開発セミナーと称し、主に中小企業の在職者の方を対

象に、仕事を遂行する上で必要な専門的知識及び技能・技術の向上を目的

として奈良職業能力開発促進センターにおいて実施する。 

・ 地域の中小企業事業主等の人材ニーズを把握したうえで、中小企業等で働

く指導的・中核的な役割を担う在職者又はその候補者を対象に、ものづく

り分野を中心に「現場力の強化や技能の継承」、「工程の改善や生産性の向

上」、「付加価値の高いサービスや新製品の創造」などに資する能力が養成

できるよう実施する。 

 

（２）求職者支援訓練 

① 実施規模と分野 

・ 計画期間中に実施する求職者支援訓練の対象者数は、非正規雇用労働者や

自営廃業者などの雇用保険の基本手当を受けることができない者に対する

雇用のセーフティネットとしての機能が果たせるよう、訓練認定規模 865

人（うち就職氷河期対策実施分 158人）を上限とする。 

・ 訓練内容としては、基礎的能力のみを習得する職業訓練（基礎コース）を

40%程度とし、基礎的能力から実践的能力までを一括して習得する職業訓練

（実践コース）を 60%程度とする。 

・ その際、新型コロナウイルス感染症の影響により人材確保がより困難とな

っている介護分野、デジタル分野等の成長分野・職種に重点を置くととも

に、地域における産業の動向や求人ニーズを踏まえたものとする。 

・ 育児中の女性等で再就職を目指す者、未就職のまま卒業することとなった

新卒者、コミュニケーション能力等の課題を有する生活困窮者など、特

性・訓練ニーズに応じた職業訓練の設定に努めることとする。 

・ また、短時間労働者等不安定な就労者、就職氷河期世代の者のうち不安定

な就労についている者や無業者を安定した職業生活に移行させるため、当

該者の特性・訓練ニーズに応じた職業訓練の設定に努める。 

・ 「地域ニーズ枠」として、求人・求職等の地域の状況や課題に対応するた

め、特定の対象者を念頭に置いた科目を設定することとする。 

訓練認定規模の割合は、以下のとおり。 
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【令和 4年度訓練認定規模】 

コース/分野 865  

 基礎コース 350 訓練認定規模の 40％ 

  介護分野 30 基礎コースの 9％程度 

 実践コース 515 訓練認定規模の 60％ 

  介護分野 120 実践コースの 23％程度 

  医療事務分野 60 実践コースの 12％程度 

  
  デジタル系 

IT 分野 45 実践コースの 9％程度 

デザイン分野 90 実践コースの 17％程度 

その他分野 200 実践コースの 39％程度 

 

・ 認定単位期間 

 四半期ごと（各月の定員目安値あり）に認定する。認定単位ごとの具体的

な定員及び認定申請受付期間については、奈良労働局ＨＰ及び独立行政法人

高齢・障害・求職者雇用支援機構奈良支部ＨＰで広報する。 

・ 認定定員数 

   各コースにおける認定定員は基本 15名とする。 

   ただし、地域における訓練の選択肢を確保するため、地域別上限値を優先

して認定し、計画認定残があれば異なる地域への振替を可能とする。 

・ 新規参入の上限値 

    イ 基礎コース                30％ 

    ロ 実践コース         30％ 

   ただし、15人未満の場合は 15人とする 

・ 実践コースにおける介護分野 120 人のうち 60人を要件緩和対象訓練の枠と

し優先して認定する。 
 

（３）職業訓練受講者等に対する就職支援等の充実、就職率の目標 

    ① 就職支援等 

・ 各職業能力開発施設、職業訓練実施施設は、公共職業安定所と連携し、公

的職業訓練の受講者の就職支援を実施する。 

・ 公的職業訓練受講希望者に対しては、公共職業安定所における訓練受講希

望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業によるキャリア・コンサ

ルティングを通じ、適切な訓練コースの選択を支援する。 

・ 訓練実施機関と公共職業安定所とが連携し、訓練効果を生かせる求人情報

の提供やミニ面接会の実施など、就職支援を充実する。 

・ また、訓練修了後は、訓練実施機関による独自の就職支援のほか、公共職

業安定所においても、訓練実施機関が訓練修了時に交付したジョブ・カー

ド（評価シートを含む。）等を活用し、未就職者の就職支援に一層積極的に

取り組んでいく。 
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・ 求職者支援訓練の基礎コース受講者のうち技能向上のため、引き続き実践

コースや公共職業訓練（離職者訓練）の受講を希望する者に対しては、関

連する訓練情報を提供し、円滑な受講に向けた支援を継続して行う。 

 

② 就職率の目標 

・ 公共職業訓練受講者の就職率は、奈良県立高等技術専門校及び奈良職業能

力開発促進センターの施設内訓練については 80％以上を目指す。 

・ 奈良県委託訓練については、75％以上を目指す。 

・ 求職者支援訓練受講者の雇用保険適用就職率は、基礎コース 58％、実践コ

ース 63％を目指す。 

 

（４）関係機関との連携 

公的職業訓練全体の訓練規模、分野及び時期において職業訓練の機会及び受講

者を適切に確保するとともに、職業訓練を効果的に実施し、訓練修了者の就職を

実現していく上で、国及び都道府県の関係行政機関はもとより、地域の訓練実施

機関の団体、労使団体等の幅広い理解・協力が求められる。 

  このため、令和 4年度においても、奈良県地域訓練協議会を開催して、関係者

の連携・協力の下に、地域の実情を踏まえた、計画的で実効ある職業訓練の推進

に取組むこととする。 

  また、必要に応じ、ワーキング・チームを開催し、地域の産業ニーズ、人材ニ

ーズに応じた効果的な職業訓練が質及び量の両面において十分に実施されるよう

検討、協議及び必要な調整を行うものとする。 

 
 


